
通常の支払の場合

申請者

施工業者等

２００万円

鳴門市

１４０万円

①工事費全額の支払 ②補助金の請求

③補助金の支払

※申請者が支払う額

費用負担イメージ（【参考】工事費２００万円のうち補助金１４０万円の場合）

受領委任による支払の場合

申請者

施工業者等

６０万円

鳴門市

１４０万円

①補助金を除く工事費の支払

②補助金の請求

③補助金の支払

※申請者が支払う額

申請者が施工業者等へ２００万円を支払い、その後、申請者が
鳴門市へ補助金を請求し、鳴門市から申請者へ１４０万円が支払
われる

申請者が施工業者等へ６０万円を支払い、その後、施工者等が
鳴門市へ補助金を請求し、鳴門市から施工者等へ１４０万円が支
払われる


